
 

 京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成３１年３月２９日 

                          京都市公営企業管理者     

上下水道局長 山添 洋司   

京都市上下水道局管理規程第７号 

京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を改正する規程 

京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を次のように改正する。 

第２条第４号中「前３号」を「前各号」に，「様式第１４号」を「様式第１６号」に改め，

同号を同条第５号とし，同条第３号の次に次の１号を加える。 

  水道施設維持負担金 

ア 口座振替の方法により収入する場合 様式第１４号 

イ 口座振替以外の方法により収入する場合 様式第１５号 

 様式第２号を次のように改める。



様式第２号（第１条関係） 

 



様式第１４号を様式第１６号とし，様式第１３号の次に次の２様式を加える。



様式第１４号（第２条関係） 

 



様式第１５号（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，管理者が認めるものに限り，当分の間，これを使用するこ

とができる。  

（上下水道局総務部お客さまサービス推進室） 

 


